
○ 足場取付等業務の対価について，平成２６年４月１日又は令和元年１０月１日に
遡って，速やかに，消費税率引上げ分を上乗せした額まで引き上げ，当該額と実際
に支払った額との差額を本件施工業者に支払うこと。
○ 消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備を行うこと など
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本件施工業者に継続して委託している
足場取付等業務（注１）について，本件施工
単価を消費税を含む額で定める。

（例）H26.3以前の施工単価が税込123円/㎡だった場合

税込126.51円

１
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参
考

本件施工業者に対し，本件施工単価について，
①平成２６年４月１日以後は，同日前の本件施工単価
に同日における消費税率引上げ分を上乗せした額か
ら１円未満の端数を切り捨てた額
②令和元年１０月１日以後は，同日前の本件施工単価
に同日における消費税率引上げ分を上乗せした額か
ら１円未満の端数を切り捨てた額
に定め，当該単価に施工数量等を乗じて算出した額を
足場取付等業務の対価（注２）として支払った。

令和元年10月以降の1,000㎡分の施
工業務に切り捨てた単価（128円）
を適用した場合，切り捨てなかっ
た単価（128.86円）を適用した場
合（つまり通常支払われる対価）
よりも，約860円低い支払額となっ
てしまいます。

H26.4：税率8％

本体価格
は逆算で
117.15円

消費税
相当分

切り捨て
ない場合

本体価格
117.15円

切り捨て
た場合

税込123円
税込126円

消費税8%

本体価格
は逆算で
116.67円

0.51円
不足

R1.10：税率10％

本体価格
117.15円

消費税10%

税込128.86円 税込128円

0.86円
不足

本体価格
は逆算で
116.37円

切り捨て
ない場合

切り捨て
た場合

126÷1.08×1.1
=128.33123÷1.05×1.08

=126.51

H26.3：税率5％

（注２）施工単価（税込み）×施工数量等＝足場取付等業務の対価
（注１）建設現場の足場の組立及び解体並びに

これに関連する業務


